
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

昭和53年3月1日

宮城県規則第7号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和47年宮城県規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条　この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行につ

いて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行条例(平成12年宮城県条例第44号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。

(平4規則54・平12規則76・一部改正)

(申請書等の様式)

第2条　次の各号に掲げる申請書等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

(1)　法第8条第2項の申請書　様式第1号

(2)　法第8条第1項及び法第9条第1項の許可証　様式第2号

(3)　法第9条の2の4第1項の認定証　様式第2号の2

(4)　法第9条の3第1項の届出書　様式第3号

(5)　法第9条の3の3第1項の届出書　様式第3号の2

(6)　政令第17条第1項の申請書　様式第4号

(7)　政令第19条の登録証明書　様式第5号

(8)　省令第4条の4第1項の申請書　様式第6号

(9)　省令第4条の4の2の申請書　様式第6号の2

(10)　省令第4条の4の4の通知書　様式第6号の3

(11)　省令第4条の17の報告書　様式第7号

(12)　省令第5条の3第1項の申請書　様式第8号

(13)　省令第5条の4の2第1項及び省令第5条の9の2第1項(省令第5条の10の12において読み替えて準用する場合を

含む。)の届出書　様式第9号

(14)　省令第5条の5第1項及び省令第5条の10第1項の届出書　様式第10号

(15)　省令第5条の5の2第1項及び省令第5条の10の2第1項の申請書　様式第11号

(16)　省令第5条の5の2の2第1項及び省令第5条の10の2の2第1項の申請書　様式第11号の2

(17)　省令第5条の5の3、省令第5条の5の3の2、省令第10条の10の3、省令第10条の10の3の2、省令第10条の24、

省令第10条の24の2、省令第12条の11の3及び省令第12条の11の3の2の届出書　様式第11号の3

(18)　省令第5条の5の5第1項の申請書　様式第11号の4

(19)　省令第5条の5の10第1項の届出書　様式第11号の5

(20)　省令第5条の5の11第1項の報告書　様式第11号の6

(21)　省令第5条の8第1項(省令第5条の10の10において読み替えて準用する場合を含む。)の届出書　様式第12号

(22)　省令第5条の11第1項の申請書　様式第13号

(23)　省令第5条の12第1項の申請書　様式第14号

(24)　省令第6条第1項の届出書　様式第15号

(25)　省令第12条の7の17第2項の届出書　様式第15号の2

(26)　省令第12条の7の17第4項の受理書　様式第15号の3

(27)　省令第12条の7の17第5項の届出書　様式第15号の4

(28)　条例第4条第1項の届出書　様式第16号

(29)　条例第5条の届出書　様式第17号

(30)　条例第6条第1項の申請書　様式第18号

(31)　条例第6条第3項の指定証　様式第19号

(32)　条例第7条第2項の申請書　様式第20号

(33)　条例第8条第2項の届出書　様式第21号

(34)　条例第9条第2項の届出書　様式第22号

(平12規則76・全改、平12規則188・平15規則97・平16規則59・平18規則93・平23規則37・平27規則77・平

29規則50・令2規則105・令3規則123・一部改正)

(再生利用業者の指定の基準)

第3条　知事は、条例第6条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合しているときに限り、指定を行うもの

とする。



(1)　処理対象となる産業廃棄物(以下「対象産業廃棄物」という。)が再生利用されることが確実であると認め

られるものであること。

(2)　当該事業について、産業廃棄物処理業の許可を不要とすることが必要であり、かつ、適当であると認めら

れること。

(3)　対象産業廃棄物の排出事業者のみから直接にその収集若しくは運搬(以下「収集運搬」という。)又は再生

の委託を受けること。

(4)　対象産業廃棄物の収集運搬又は再生について排出事業者との取引関係が確認でき、かつ、その取引関係に

継続性が認められること。

(5)　排出事業者から対象産業廃棄物の収集運搬又は再生に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金

のみを受け取るなど、対象産業廃棄物の収集運搬又は再生が営利を目的としないこと。

(6)　申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

(7)　当該事業について、生活環境の保全上支障が生じないこと。

(8)　対象産業廃棄物の収集運搬を行う者にあっては、次の基準のすべてに適合すること。

ア　事業の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第10条各号に掲げる基準に適合すること。

イ　対象産業廃棄物の運搬先が、再生利用業者の指定を受けて再生を行う者又はこれに準ずると認められる者

であること。

(9)　対象産業廃棄物の再生を行う者にあっては、次の基準のすべてに適合すること。

ア　事業の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第10条の5第1号に掲げる基準に適合すること。

イ　対象産業廃棄物の大部分が再生の用に供されること。

ウ　再生に伴って生ずる廃棄物の処理を適切に遂行できること。

(平12規則76・全改、平12規則188・平15規則97・一部改正)

(申請書の添付図書)

第4条　条例第6条第2項第11号の規則で定める事項は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定す

る国籍等(次項において「国籍等」という。)とする。

2　条例第6条第2項第14号の図書は、次に掲げるものとする。

(1)　収集運搬又は再生に要する費用、その積算根拠等を示した書類

(2)　収集運搬又は再生に関し排出事業者から受け取る料金の単価等を示した書類

(3)　再生品の価格、需要の見込み等を示した書類

(4)　申請者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧

問の氏名及び住所を記載した書類

(5)　申請者が法人である場合において、発行済み株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の

100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該

株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該株主又は者の住民票の写し

(本籍(外国人にあっては、国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)及び精神の機能の障害により、再生

利用されることが確実である産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を適切に行うに当たって必要な認知、判

断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことを証する書類又は商業登記法(昭和38年法律

第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書

(6)　事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

(7)　事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(8)　申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写

し及び精神の機能の障害により、再生利用されることが確実である産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を

適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことを証す

る書類

(9)　申請者が法人である場合にあっては、法第14条第5項第2号ニに規定する役員の住民票の写し及び精神の機

能の障害により、再生利用されることが確実である産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を適切に行うに当

たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことを証する書類

(10)　申請者に政令第6条の10に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し及び精神の機能

の障害により、再生利用されることが確実である産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を適切に行うに当た

って必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことを証する書類

(平12規則76・全改、平12規則188・平15規則97・平17規則3・平24規則66・令元規則85・一部改正)

(再生利用業者の指定の表示)

第5条　条例第11条の規定による表示は、次の各号に掲げる施設等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式

によるものとする。

(1)　移動式の施設　様式第23号

(2)　施設(移動式のものを除く。)、事務所又は事業場　様式第24号

(平12規則76・全改、平12規則188・一部改正)

(再生利用業者の指定取消しの基準)



第6条　条例第12条第2号の規則で定める基準は、政令第6条第1項第1号及び第2号に掲げるもの並びに第3条各号に

掲げるものとする。

(平12規則76・全改、平15規則97・一部改正)

(報告の徴収)

第6条の2　法第18条第1項の規定に基づき、その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために法第15条第1

項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者(産業廃棄物処分業者及び特別

管理産業廃棄物処分業者を除く。)は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の当該事業場における

産業廃棄物の処理に関し、当該産業廃棄物の種類ごとに、様式第25号による報告書を知事に提出しなければなら

ない。

2　法第18条第1項の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、毎年6月30

日までに、その年の3月31日以前の1年間における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に関し、当

該産業廃棄物の種類ごとに、様式第26号による報告書を知事に提出しなければならない。

3　法第18条第1項の規定に基づき、産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、毎年6月30日まで

に、その年の3月31日以前の1年間における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分に関し、当該産業廃棄物の

種類ごとに、様式第27号による報告書を知事に提出しなければならない。

(平13規則53・追加、平15規則97・平19規則54・平25規則81・一部改正)

(電子情報処理組織による報告書等の提出に対する措置)

第6条の3　知事は、前条各項並びに法第12条第9項及び第10項、法第12条の2第10項及び第11項並びに法第12条の3

第7項の規定による報告書等の提出が電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平

成17年宮城県条例第28号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行われたとき

は、当該報告書等の提出を行った者に対し、電子情報処理組織を使用して当該報告書等の提出があったことを確

認した書面を提供するものとする。

(平25規則81・追加、令3規則123・一部改正)

(申請書等の提出部数等)

第7条　法、政令、省令又は条例の規定により知事に提出する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

掲げる部数を、施設又は主たる事務所若しくは事業場の所在地を所管する保健所に提出するものとする。ただ

し、主たる事務所又は事業場が仙台市の区域又は県外のみにある場合は、この限りでない。

(1)　一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設(法第15条第4項に規定するものに限る。)に係るもの　正本及

び副本各1部

(2)　産業廃棄物処理施設(法第15条第4項に規定するものを除く。)に係るもの　正本1部

(3)　熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設及び熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係るもの　正

本及び副本各1部

(4)　産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の保管に係るもの　正本1部

(5)　特別管理産業廃棄物の保管に係るもの　正本1部

(6)　産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の多量排出事業者及び特別管理産業廃棄物の多量排出事業者に

係るもの　正本及び副本各1部

(7)　産業廃棄物管理票交付者に係るもの　正本及び副本各1部

(8)　産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業に係るもの　正本1部

(9)　廃棄物再生事業者に係るもの　正本及び副本各1部

(10)　再生利用業者に係るもの　正本及び副本各1部

(平12規則76・全改、平23規則37・一部改正)

(手数料の納入方法)

第8条　条例第14条第2項の知事が別に定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1)　現金による方法

(2)　知事の発行する納入通知書による方法

(3)　地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により指定納付受託者(同法第231条の2の3第1項に

規定する指定納付受託者をいう。)に納付を委託する方法

(令7規則16・追加、令7規則127・一部改正)

附　則

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に基づい

て提出された書類は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の相当の規定に基づ

いて提出されたものとみなす。

(令和元年度の産業廃棄物の処理に関する報告の徴収の特例)



3　令和元年度の産業廃棄物の処理に関する報告の徴収に係る第6条の2各項の規定の適用については、これらの規

定中「毎年6月30日までに、その年の」とあるのは、「令和2年10月31日までに、同年」とする。

(令2規則77・追加)

様式第1号(第2条関係)

(平12規則188・追加、平16規則59・平23規則37・平25規則81・令元規則85・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);








様式第2号(第2条関係)

(平12規則188・追加、平25規則81・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第2号の2(第2条関係)

(平23規則37・追加、平25規則81・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第3号(第2条関係)

(平12規則188・追加、平25規則81・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);




様式第3号の2(第2条関係)

(平27規則77・追加、令元規則85・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);








様式第4号(第2条関係)

(平4規則54・全改、平12規則76・一部改正、平12規則188・旧様式第1号繰下、平25規則81・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第5号(第2条関係)

(平4規則54・全改、平12規則76・一部改正、平12規則188・旧様式第2号繰下、平25規則81・平27規則43・

一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第6号(第2条関係)

(平12規則188・追加、平25規則81・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第6号の2(第2条関係)

(平23規則37・追加、平25規則81・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第6号の3(第2条関係)

(平23規則37・追加、平25規則81・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第7号(第2条関係)

(平12規則188・追加、平25規則81・令3規則123・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第8号(第2条関係)

(平12規則188・追加、平16規則59・平23規則37・平25規則81・令元規則85・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);






様式第9号(第2条関係)

(平25規則81・全改、平27規則77・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);




様式第10号(第2条関係)

(平12規則188・追加、平18規則93・平23規則37・平25規則81・平29規則50・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);




様式第11号(第2条関係)

(平12規則188・追加、平18規則93・平23規則37・平25規則81・平29規則50・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);




様式第11号の2(第2条関係)

(平29規則50・追加)

javascript:void(0);
javascript:void(0);




様式第11号の3(第2条関係)

(令2規則105・追加)

javascript:void(0);
javascript:void(0);




様式第11号の4(第2条関係)

(平23規則37・追加、平25規則81・一部改正、平29規則50・旧様式第11号の2繰下、令2規則105・旧様式第

11号の3繰下)

javascript:void(0);
javascript:void(0);




様式第11号の5(第2条関係)

(平23規則37・追加、平25規則81・一部改正、平29規則50・旧様式第11号の3繰下、令2規則105・旧様式第

11号の4繰下)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第11号の6(第2条関係)

(平23規則37・追加、平25規則81・一部改正、平29規則50・旧様式第11号の4繰下、令2規則105・旧様式第

11号の5繰下)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第12号(第2条関係)

(平12規則188・追加、平23規則37・平25規則81・平27規則77・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);




様式第13号(第2条関係)

(平12規則188・追加、平16規則59・平23規則37・平25規則81・令元規則85・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);






様式第14号(第2条関係)

(平12規則188・追加、平13規則53・平16規則59・平23規則37・平25規則81・令元規則85・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);








様式第15号(第2条関係)

(平12規則188・追加、平16規則59・平25規則81・令元規則85・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);




様式第15号の2(第2条関係)

(令2規則105・全改)

javascript:void(0);
javascript:void(0);




様式第15号の3(第2条関係)

(平16規則59・追加、平18規則93・平23規則37・平25規則81・平27規則77・平29規則50・令2規則105・一

部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第15号の4(第2条関係)

(平16規則59・追加、平18規則93・平23規則37・平25規則81・平27規則77・平29規則50・令2規則105・一

部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第16号(第2条関係)

(平4規則54・全改、平12規則76・一部改正、平12規則188・旧様式第3号繰下、平15規則97・平17規則3・

平25規則81・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第17号(第2条関係)

(平4規則54・全改、平12規則76・一部改正、平12規則188・旧様式第4号繰下、平15規則97・平17規則3・

平25規則81・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第18号(第2条関係)

(平12規則76・全改、平12規則188・旧様式第5号繰下、平25規則81・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第19号(第2条関係)

(平12規則76・全改、平12規則188・旧様式第6号繰下、平25規則81・平27規則43・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第20号(第2条関係)

(平12規則76・全改、平12規則188・旧様式第7号繰下、平25規則81・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第21号(第2条関係)

(平12規則76・全改、平12規則188・旧様式第8号繰下、平25規則81・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第22号(第2条関係)

(平12規則76・追加、平12規則188・旧様式第9号繰下、平25規則81・一部改正)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第23号(第5条関係)

(平12規則76・追加、平12規則188・旧様式第10号繰下)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第24号(第5条関係)

(平12規則76・追加、平12規則188・旧様式第11号繰下)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第25号(第6条の2関係)

(平25規則81・全改)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第26号(第6条の2関係)

(平25規則81・全改)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


様式第27号(第6条の2関係)

(平25規則81・全改)

javascript:void(0);
javascript:void(0);


附　則(昭和54年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(昭和60年規則第48号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

附　則(昭和63年規則第25号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(経過措置)



2　この規則の施行の際現に改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に基づいて提出された書

類は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

附　則(平成元年規則第20号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　第1条から第113条までの規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則及び各県令(以下「規則等」とい

う。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規則等の規定によ

るものとみなす。

附　則(平成4年規則第54号)

(施行期日)

1　この規則は、交付の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に基づい

て提出された書類は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の相当の規定に基づ

いて提出されたものとみなす。

附　則(平成10年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成12年規則第76号)

(施行期日)

1　この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　改正前の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるもの

とみなす。

附　則(平成12年規則第188号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものに

ついては、当分の間、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定によるものとみなす。

附　則(平成13年規則第53号)

(施行期日)

1　この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものに

ついては、当分の間、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定によるものとみなす。

附　則(平成15年規則第97号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条第4号及び第5号並びに第4条第5号の改正規定、同条

第8号及び第9号の改正規定(「又は外国人登録証明書の写し」を「及び登記事項証明書」に改める部分に限る。)並

びに同条第10号、第6条、第6条の2第1項、様式第16号及び様式第17号の改正規定は、公布の日から施行する。

附　則(平成16年規則第59号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支

障のないものについては、当分の間、それぞれこの規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

細則の規定によるものとみなす。

附　則(平成17年規則第3号)

(施行期日)

1　この規則は、平成17年3月7日から施行する。ただし、様式第16号及び様式第17号の改正規定は、公布の日から

施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53

条第5項の規定によりなお効力を有することとされている改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1

項の規定により交付された登記簿の謄本は、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項

証明書とみなす。



3　改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものに

ついては、当分の間、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定によるものとみなす。

附　則(平成18年規則第93号)

(施行期日)

1　この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2　改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものに

ついては、当分の間、それぞれ改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定によるものとみな

す。

附　則(平成19年規則第54号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附　則(平成23年規則第37号)

(施行期日)

1　この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(「又は保健所の支所」を削る部分に限

る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものに

ついては、当分の間、それぞれ改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定によるものとみな

す。

附　則(平成24年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成25年規則第81号)

(施行期日)

1　この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2　改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものに

ついては、当分の間、それぞれ改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定によるものとみな

す。

附　則(平成27年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成27年規則第77号)

(施行期日)

1　この規則は、平成27年8月6日から施行する。

(経過措置)

2　改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものに

ついては、当分の間、それぞれ改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定によるものとみな

す。

附　則(平成29年規則第50号)

(施行期日)

1　この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に基づい

て提出された書類は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の相当の規定に基づ

いて提出されたものとみなす。

附　則(令和元年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(令和2年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(令和2年規則第105号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものに

ついては、当分の間、それぞれ改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定によるものとみな

す。

附　則(令和3年規則第123号)

(施行期日)



1　この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第2条第7号及び様式第7号の改正規定は、公布の日から施

行する。

(経過措置)

2　改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定による様式第7号で取扱い上著しく支障のないもの

については、当分の間、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定によるものとみなす。

附　則(令和7年規則第16号)

この規則は、令和7年2月1日から施行する。

附　則(令和7年規則第127号)抄

(施行期日)

1　この規則は、令和7年10月1日から施行する。


